
第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

平成23年3月11日14時46分、三陸沖（北緯38.1度、
東経142.9度）を震源とするマグニチュード9.0の巨大
地震が発生しました。この地震により東北地方、関東
地方を中心に強い揺れを観測、さらに、太平洋沿岸を
中心に高い津波を観測し、地震および津波による被害
は甚大な規模となりました。
この章では、第1節から3節では東日本大震災からの

復旧に向けた政府の対応について、第4節、5節では原
子力発電所の事故に伴って発災から平成24年5月中旬
までの主な政府の取組を概観するとともに、環境中に
放出された放射性物質による汚染の状況と汚染の除去
に関する取組み、および、原子力発電所事故を踏まえ
た原子力規制行政の転換について概観します。

第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理

東日本大震災に伴う大規模な津波は甚大な被害をも
たらし、東北の沿岸部では膨大な量の災害廃棄物が発
生しています。震災からの復旧復興は、この災害廃棄
物の迅速な処理が大前提となります。
以下では、災害廃棄物の処理について、処理体制の

概要、仮置場への搬入状況、収集された廃棄物の焼却・
再生利用や最終処分の状況、広域処理の具体的な事例
を概観します。

第2章
東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応

東日本大震災における被害額の推計
項目 被害推計額

被害状況の概況

○　人的被害
　死者15,858名
　行方不明者3,021名

○　建築物被害
　全壊 129,286戸
　半壊 254,632戸

震災関係の予算

約10兆4,000億円
約1兆3,000億円
約2兆2,000億円
約1兆9,000億円
約1兆1,000億円
約16兆9,000億円

平成23年度補正予算

平成24年度当初予算

第1次補正 4兆153億円
第2次補正 1兆9,988億円
第3次補正 11兆7,335億円

東日本大震災復興特別会計　3.3兆円

建築物等（住宅・宅地、店舗・事務所、工場、機械等）
ライフライン施設（水道、ガス、電気、通信・放送施設）
社会基盤施設（河川、道路、港湾、下水道、空港等）
農林水産関係（農地・農業用施設、林野、水産関係施設等）
その他（文教施設、保健医療・福祉関係施設、廃棄物処理施設、その他公共施設等）

総計

出典：内閣府　緊急災害対策本部　平成24年5月
　　　平成24年環境保全経費等

東日本大震災の被害状況

写真：環境省

仮置場における災害廃棄物
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第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理

1　災害廃棄物処理に係る指針等の整備について

今回の大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物
を円滑かつ迅速に処理するため、環境省では、地震発
生後直ちに情報収集・連絡体制を確立し、本省職員を
特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県に派遣
するとともに、環境省内に「災害廃棄物対策特別本部」
を設置し、膨大な災害廃棄物を処理するための広域的
な協力体制を構築すべく、地方公共団体や関係団体と
の調整等を実施しています。また、平成23年5月から、
被災地の現状・問題点の把握や必要な助言を行うため、
環境省職員、研究者及び技術者で構成するチームによ
る巡回訪問が行われています。
岩手県、宮城県及び福島県においては、災害廃棄物

の処理体制を構築し、現場の状況に応じた迅速かつ円
滑な処理方策を検討する場として、県、関係市町村、
国等の関係機関により構成される災害廃棄物処理対策
協議会を設置し、災害廃棄物の処理に向けた具体的な
協議を行っています。
また、災害廃棄物の処理のために、「東北地方太平

洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」、
「損壊家屋等の処理の進め方指針（骨子案）」、「東日本
大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラ
ン）」等を発出して、関係団体との協力の下、災害廃棄
物の処理を推進してきました。
被災各地における災害廃棄物については、①災害廃

棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のため
の広域的協力の要請等、②再生利用の推進等、③災害
廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策
定等、④アスベストによる健康被害の防止等、⑤海に
流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理
等、⑥津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪臭
の発生の予防・防止等、災害廃棄物処理特別措置法に
規定される国が講ずべき措置を大きな柱にして取組が
進められてきています。
災害廃棄物を市町村が処理する際に要する費用につ

いては、従来から廃棄物処理法に基づく災害等廃棄物
処理事業費国庫補助金により、処理を実施した市町村
に対しその費用の2分の1を補助していますが、今般の
大震災により発生した災害廃棄物の処理費用について
は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及
び助成に関する法律（平成23年法律第40号）において
国庫補助率のかさ上げを行うとともに、東日本大震災
により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法
（平成23年法律第99号）に基づき、グリーンニューデ
ィール基金を通じた支援により国の実質負担額が平均
95％となるよう措置を講じました。残る地方負担分に
ついても、全額を震災復興特別交付税により措置する
こととしており、市町村負担が実質的に生じないよう
措置を講じました。

2　災害廃棄物処理のスケジュール

平成23年3月11日の東日本大震災による災害廃棄物
は、被災三県の沿岸市町村において、約2,200万トン
発生しており、岩手県で476万トン、宮城県で1,569
万トン、福島県で208万トンとなっており、それぞれ
通常の一般廃棄物の排出量の11年分、19年分、3年分
と膨大な量となっています。
平成23年11月29日には、同年8月26日にとりまと

めた復興施策に関する事業計画及び工程表について見
直しを行い、以下3つの目標を立てて処理を推進して

います。第1の目標は、現在住民が生活している場所
の近くの災害廃棄物を平成23年8月末までに仮置場へ
おおむね移動させることであり、この目標は、福島県
内の警戒区域を除くすべての沿岸市町村において達成
しました。第2の目標は、災害廃棄物を原則として平
成24年3月末までに仮置場へ移動させることとし、こ
れは、福島県内の警戒区域を除く市町村において、お
おむね達成しました。また、宮城県石巻市のように、
家屋等の解体量が特に多い等の事情を有する自治体に

出典：環境省「復興施策に関する事業計画と工程表」（平成23年11月29日）

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（そのほかの災害廃棄物）

4月 7月 10月 1月
H23

4月 7月 10月 1月
H24

4月 7月 10月 1月
H25 H26

以降

一部市町村については個別に目標を定めており、
遅くとも平成25年3月末までを目途に完了

災害廃棄物の仮置場
への移動

（中間処理・最終処分） （木くず、コンクリートくずの再生利用）
中間処理・最終処分

災害廃棄物の処理

災害廃棄物の処理に向けた工程表
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

ついては、個別に目標を定め、遅くとも平成25年3月
末までに仮置場への移動を完了させることとしていま
す。第3の目標は、震災から3年後の平成26年3月末ま
でに災害廃棄物の処理を終えることであり、岩手県及
び宮城県では、ブロック単位での処理委託契約や仮設

焼却炉の設置などが進められています。平成24年5月
現在で、被災三県の沿岸市町村の合計で約276万トン
（災害廃棄物の推計量全体の約12％）の処理が完了して
います。

3　災害廃棄物の処理

災害廃棄物の処理は、現場からの撤去、仮置場への
搬入、中間処理、再生利用、最終処分という手順で行
われます。災害廃棄物の量が膨大であるため、宮城県
及び岩手県では、県内で処理しきれない災害廃棄物に
ついて、県外での広域処理を求めています。

（1）災害廃棄物の現場からの撤去と仮置き場
への搬入

損壊した家屋等の災害廃棄物の現場からの撤去・仮
置場への搬入は、復旧・復興の前提となるものです。
仮置場に積み上がった災害廃棄物は自然発火による

火災の発生や、気温が上昇する季節にはハエ等の衛生
害虫の大量発生などをもたらすことが懸念されます。
仮置場における火災発生の防止策として、ガスボンベ
や灯油タンク等の危険物が搬入されないように確認を
強化すること、仮置場に防火水槽、消火器等の設置を
行うこと、可燃物内からの煙の発生等について目視確
認を定期的に行うこと、可能であれば可燃物内の温度
や一酸化炭素濃度の測定を行って管理を行うこと、可
燃物や木くずを5メートル以上の高さに積み上げるこ
とは避けるべきこと等が考えられます。
また、災害廃棄物の中には、今後の解体を待つ被災

家屋等が相当量含まれますが、これらは現在仮置場に
ある廃棄物を処理し、搬入スペースを確保しなければ
解体作業に移れません。
発生現場において危険物、資源物を分けて集めるな

ど可能な限り粗分別を行った後に仮置場等へ搬入し、
混合状態の廃棄物の量を少なくする必要があります。
また、仮置場等において混合状態の廃棄物を重機や破
砕・選別設備等で可燃物、不燃物、資源物、危険物等
に分別し、それぞれの特性に応じた適切な処理を行う
ことにより、総処理コストの低減、最終処分量の削減
等に資することが重要です。
災害廃棄物等の処理を円滑に進めるため、損壊した

家屋・自動車・船舶の撤去に関すること、貴金属等の
取扱、位牌・アルバム等の取扱、これらの処理のため
の私有地への立入りに関すること等について、撤去や
処理の方法に関する指針を策定しました。また、災害
廃棄物の中に混入している廃石綿、PCB廃棄物、感染
性廃棄物、自動車、家電リサイクル法対象品目等の取
扱いについて、注意を促すために指針を通知しました。

（2）災害廃棄物の中間処理、再生利用の現状

震災に伴って発生した膨大な災害廃棄物の処理にあ
っては、再生利用を前提にした中間処理を行い、コン
クリートがら、金属くず、木質の廃棄物など再生利用
可能なものは再生利用を進めることが必要です。災害
廃棄物の再生利用の進め方については、「東日本大震
災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」等
において示されています。環境省では、関係省庁と連
携して、土木工事の原材料等として災害廃棄物の再生
利用の推進が図られるように、「災害廃棄物の有効利
用のための協力体制」を整備して関係省庁連絡会の実
施等で情報交換を行っています。また、リサイクルル
ートが確立している自動車などについても、災害廃棄
物は通常の排出状態とは異なることから、円滑にリサ
イクルが行われるよう関係者と連携を図っています。
さらに、災害廃棄物の処理のより一層の推進を図る

ため、内閣総理大臣を議長とする「災害廃棄物の処理
の推進に関する関係閣僚会合」において、災害廃棄物
の広域処理、再生利用の推進などの取組についての総
合調整、進捗管理等を行っています。この一環として、
例えば、瓦くずのように、有害でなくても市場におけ
る競争力がないために従来は廃棄物として最終処分し
ていたような品目については、分別され、品質が確認
され、公共工事で確実に活用されること等を要件に、
道路の路盤材や防潮林、高台の盛土材等に大胆に活用
することを可能とすべく検討することとなりました。

写真：環境省

仮置場における火災の発生
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第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理

なお、災害廃棄物の再生利用に当たっては、通常の再
生資材と同様に、環境保全上の安全を確保する必要が
あります。

（3）災害廃棄物の処理状況

地震による大規模な津波により膨大な災害廃棄物が
発生しており、被災地の復旧・復興のためには、災害
廃棄物の迅速な撤去・処理が大前提となります。被災
地で仮設焼却施設等を設けて処理を推進していますが、
なお処理能力が不足しています。岩手県、宮城県では
災害廃棄物処理計画を策定し、市町村の求めに応じ、
県が市町村から事務委託を受けて直接処理を行うこと
としています。
例えば、岩手県の計画では、国のマスタープランに

則り、復興資材等に利用可能なものはできる限り再生
利用し、焼却や最終処分場で処理・処分する量を極力
減らすとの方針の下、まず、被災現場において解体・
撤去を行った災害廃棄物を一次仮置場に集め、「柱材・
角材」、「可燃系混合物」、「コンクリートがら」等にお
おまかに選別することとされています。そして、二次
仮置場において、「可燃系混合物」や「不燃系混合物」等
をさらに細かく選別した上で、再生利用を進め、再生
利用できないものについては、既存焼却炉及び新たに
仮設焼却炉を設置して最大限県内で処理することとさ
れています。これに関して、岩手県では、2基の仮設
焼却炉の整備、また、宮城県では、29基の仮設焼却炉
の整備を予定しています。

（4）災害廃棄物の広域処理 

災害廃棄物の処理については、岩手県及び宮城県で
は、仮設焼却炉の設置、再生利用の推進により、最大
限地域内の施設を活用することを前提に処理を進めて
いるところですが、被災地における処理能力は不足し
ており、被災地以外での広域処理を進めることが不可
欠となっています。しかしながら、広域処理を推進す
るに当たっては放射性物質による災害廃棄物の汚染が
懸念されており、環境省では、災害廃棄物の広域処理
の推進のために、平成23年8月に広域処理の推進に関
するガイドラインを取りまとめ、関係都道府県に通知
しています。この中で、仮置場における災害廃棄物の
放射能濃度の測定や県外に搬出する際の空間線量率の
測定のあり方を示すとともに、平成23年10月、11月
及び平成24年1月に改定を行い、再生利用における安
全性の考え方や新たなデータを追加するなど、広域処
理に当たっての安全性の確認方法について示していま
す。さらに、平成24年4月、これらの広域処理に関す
る基準等について「東日本大震災により生じた災害廃
棄物処理に関する特別措置法」を実施するための告示
として示されました。また、ガイドラインのQ＆A、
広域処理に係る説明資料、パンフレット、映像等の作
成や広域処理情報サイトの開設等により積極的に広報
を展開しています。さらに、広域処理に意欲のある各
地の地方公共団体での説明会に職員・専門家を派遣す
る等により、地域の理解を得るよう取り組んできてい
ます。
　災害廃棄物の広域処理・再生利用の推進等について

被災現場 二次仮置場 処理・処分先

解体
撤去 運搬

運搬 運搬

運搬

一次仮置場

仮置き
中間処理施設

セメント工場

既設焼却炉

仮設焼却炉

最終処分場

広域処理

破砕・選別
（装置施設・手選別）

粗選別
（重機・
手選別）

資料：岩手県災害廃棄物処理詳細計画

バックホウなど 現状は、高く積み上げられている

グラップル マグネット グラップル

柱材・角材
金属類
可燃系混合物

人手による粗選別

破砕手選別

ふるい選別

可燃系混合物処理ライン

岩手県における災害廃棄物の処理手順
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

は、政府を挙げて取組を強化していくことが必要であ
ることから、平成24年3月13日、内閣総理大臣の下、「災
害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会合」の第1回
会合が開催されました。また、「東日本大震災により
生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成23
年法律第99号）」に基づいて、平成24年3月23日及び3
月30日に、野田内閣総理大臣及び細野環境大臣は、対
象自治体に対し災害廃棄物の処理に係る広域的な協力
の要請を行いました。
　こうした取組により、平成24年5月現在、山形県、
東京都、青森県及び秋田県では災害廃棄物の受入れを
実施していただいています（表2-1-3）。山形県では、
平成23年8月、「災害廃棄物等の山形県内への受入れに
関する基本的な考え方」を表明しました。東京都では、
岩手県、宮城県の災害廃棄物の受入れについて、平成
23年9月及び11月にそれぞれ各県と協定を結び、3年
間で50万トンを予定しています。また、青森県では、
平成24年2月以降、気仙沼市及び石巻市内の災害廃棄
物の処理について実施しています。また秋田県におい
ても、宮古市の木くずの受入れについて5月より本格
的に実施しています。さらに広域処理を広げることが
必要であることから、現在、政府を挙げて働き掛けを
行っているところであり、多くの地方公共団体に受入
れを検討していただいているところです。
　例えば、富山県、三重県が被災県との間で覚書、確
認書を締結したほか、静岡県、群馬県、埼玉県にて試
験焼却が行われ、受入れに向けた調整が行われていま
す。また、多くの自治体において住民への説明を行う
など、広域処理の受入れに向けた取組が着実に広がり
つつあります。今後とも、広域処理に対する国民的な
理解が進むよう、最大限取り組んでいきます。
広域処理の対象となるのは、岩手県及び宮城県の沿

岸部の災害廃棄物のみで、当該地域の空間線量の計測
結果は関東その他の地域の空間線量とほぼ同等です。
また実際に当該地域の災害廃棄物を測定した結果をみ
ても、その放射能濃度は不検出またはごく微量となっ
ており、当該地域の災害廃棄物は、通常の廃棄物と同
じ方法で処理可能です。
その上で、広域処理を推進するにあたっては、広域

処理ガイドライン及び各地方公共団体で状況に応じて
定めた手順に従って災害廃棄物の搬出、移動、受け入
れ先での管理、焼却、埋立処分等が実施されています。
搬出や焼却等の要所で放射能濃度または放射線量を測
定し公表するとともに、試験溶融等の場合には、住民
自らが測定することにより、実際に目で見てその安全
が確認できるようにしています。
一般的な焼却施設には、ダイオキシン対策等のため、

バグフィルター等の高性能の排ガス処理装置が備わっ
ています。可燃物の焼却にともなって焼却灰に濃縮さ

れるセシウムについては、可燃物の放射性セシウム濃
度が240～480Bq/kg以下の場合、災害廃棄物だけを
焼却した場合であっても、焼却灰の放射性セシウム濃
度は、8,000Bq/kgを下回ると評価されています。排
ガス中のセシウムについては、バグフィルター付きの
焼却炉で99.9%以上、電気集じん器の焼却炉で99.4%
以上の除去率が確認され、排ガス中の微粒子の灰を除
去するこれらの高度の機能を有する排ガス処理装置に
よって、大気中への放射性セシウムの放出を防ぐこと
ができます。
東京都等で行われている災害廃棄物の実際の焼却に

おいても、実測値により除去が確認されています。焼
却された灰は通常の一般廃棄物と同様に一般廃棄物の
最終処分場（管理型処分場）において埋立処分されます。
飛散防止等のため50cm以上の覆土をした後は、周辺
住民が受ける放射線量は0.01mSv/年以下と健康影響
を無視できるレベルとなります。これは、日本人が自
然界から受ける平均的な放射線量1.48mSv/年の約
150分の1以下です。
速やかな復旧・復興のためには、被災地での自助努

力に加えて、一定量の災害廃棄物の被災地外での広域
処理が不可欠です。被災地を全国民で支える観点から
も広域処理にかかる理解を促進するとともに、誰もが
いつ何時、被災する側に回る可能性があることに鑑み
れば、今後、平時から災害廃棄物の相互の受け入れ等
に関する仕組みを検討しておくことが重要です。

岩手県

宮城県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
愛知県
大阪府

県名 市区町村名 空間線量率
単位：マイクロシーベルト／時間

東
北
沿
岸
部

関
東
圏

そ
の
他

地
域

久慈市
野田村
宮古市
陸前高田市
気仙沼市
石巻市
名取市
水戸市
宇都宮市
前橋市
さいたま市
新宿区
名古屋市
大阪市

0.06
0.06
0.10
0.05
0.10
0.09
0.08
0.09
0.11
0.09
0.05
0.07
0.04
0.06

空間線量（地上1mでの測定結果）

関東圏：文部科学省HP　放射線モニタリング情報（平成23年11月
30日計測結果）

岩手県：岩手県HP　地表付近の放射線量率の測定結果
宮古市、陸前高田市：平成23年11月4日～11日計測結果
久慈市、野田村：平成23年11月2日～11日計測結果

宮城県：宮城県放射能情報サイトHP（平成23年11月30日計測結果）
資料：環境省

広域処理対象地域の空間線量

24

020-042_責）環境白書1-2-概要_友.indd   24 12/05/17   14:37



第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理

岩手県

宮城県

東京都

山形県

岩手県、宮城県の災害
廃棄物の受入れについ
て、3年間で50万ト
ンを予定。

○平成23年9月28日、岩手県の災害廃棄物を受け入れる旨発表（先行事業
分として1千トン、本格事業分として1万トンを受入れ）。本格的な広域処
理の第1号。
○平成23年11月2日～ 11月30日の期間に、岩手県宮古市の災害廃棄物を
先行事業分として約920トンを搬出、処理。
○平成23年12月21日より、岩手県宮古市から東京都へ災害廃棄物（本格事
業分1万トン）を搬出、処理。

○平成23年8月、「災害廃棄物等の山形県内への受入れに関する基本的な考え方」を表明。
○山形県内の民間施設において、気仙沼市等の災害廃棄物を受け入れている（約5万トン）。

青森県
○平成24年2月17日以降、気仙沼市及び石巻市内の災害廃棄物の処理について実施しています。

秋田県
○宮古市の木くずの受入れについて平成24年5月より本格的に実施。

○平成23年11月24日、宮城県の災害廃棄物を受け入れる旨発表。女川町の
災害廃棄物を、平成25年3月までに約10万トンを受け入れる予定。
○平成23年12月7日～ 12月19日の期間に、宮城県女川町から東京都へ災
害廃棄物の試験焼却分の搬出、処理。1月31日、試験焼却結果を公表。焼
却灰などの放射性物質濃度は国の基準値を下回った。平成24年2月に住民
説明会後、平成24年3月より本格実施。

資料：環境省

地方公共団体における災害廃棄物の受入れ状況

資料：環境省

埋立て処分後の
放射線量
0.01埋立て処分

ミリシーベルト／年
以下

放射能
濃度

放射線量 放射能
濃度

土でふたをすること
により、外に飛び散
ることを防ぐ

移　動焼　却受入れ先での
管理移　動搬　出

放射能濃度の
測定による
安全性の確認

放射能濃度を測定し安全性を確認するとともに、モニタリングを実施します。

焼却灰は密閉された
容器で漏らさず運ば
れる

バグフィルター等で、
放射性物質を焼却施
設内で補足

災害廃棄物が漏れない
よう積み入れて輸送

（＊）再生利用に関するクリアランスレベル
災害廃棄物を再生利用した製品の放射性セシウム濃度のクリアランスレベルを、100Bq/kg と考える。
なお、あくまで対象は製品であり、災害廃棄物そのものに求めるものではない。

①再生利用
②不燃物等の埋立
③焼却処理

加工後、排ガス、焼却灰、製品の放射能濃度測定（月1回）
分別、破砕等後、放射能濃度の測定（月1回）
排ガス、焼却灰の放射能濃度の測定（月1回）

①一次仮置場 放射能濃度の測定による安全性の確認（種類ごとの放射能濃度測定、組成データ）

③搬送 災害廃棄物が漏れないよう搬送。

⑥搬送

⑦埋立て処分

焼却灰は密閉された容器で漏らさないよう搬送。

②二次仮置場 線量計で災害廃棄物全体を対象に周辺の空間線量率を測定。バックグラウンドの空間線量
率より有意に高くなるものがないことを確認。

⑤焼却 排ガス中の微粒子の灰を除去する高性能の排ガス処理装置（バグフィルター等）により、
大気中への放射性セシウムの放出を防ぐ。

広域処理対象の災害廃棄物の放射能濃度レベルや焼却施設における災害廃棄物以外の廃棄
物との混焼割合を考慮すると、管理型最終処分場で通常の廃棄物として埋立て可能な
8,000Bq/kg に比較しても焼却灰の濃度が相当低くなることから追加的措置なく埋立可能。

④受入れ先
での管理

災害廃棄物の処理の流れ
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第2節　電力需給の逼迫への対応

1　震災直後の電力需給の逼迫と対応状況

（1）震災直後の電力需給の逼迫と対応状況

東日本大震災により、約2,100万kW分の発電所の
運転が停止しました。東京電力株式会社管内及び東北
電力株式会社管内において、電力供給力が通常と比較
して大幅に落ち込み、電力需給が逼迫する事態となり
ました。
こうした中、震災により原形復旧することが不可能

となった自社の発電設備の電気供給量を補うために、
東京電力株式会社及び東北電力株式会社が当該発電設
備に係る発電所以外の場所で行う発電設備の設置の事
業で、災害復旧事業として復旧計画に位置付けられる
ものについては、環境影響評価法第52条第2項の規定
に基づき、同法の適用除外となることを確認しました。

（2）節電の取組

電力需給の逼迫によって、東京電力管内の一部の地
域では、計画停電が実施されました。こうした事態を
受け、我が国におけるライフスタイルや事業活動のあ
り方にも踏み込んだ取組の必要性が高まりました。
平成23年5月13日、政府の電力需給緊急対策本部は、

夏期の電力需給対策をまとめました。具体的には、ピ
ーク期間・時間帯（7～9月の平日の9時から20時）、東
京・東北電力管内全域において目標とする需要抑制率
を前年比－15％としました。また、これを達成するた
め、大口需要家（契約電力500kW以上の事業者）、小
口需要家（契約電力500kW未満の事業者）、家庭の各

部門の需要抑制の目標については、均一に前年比－15
％とすることとしました。また、政府自らの節電への
取組として、「政府の節電実行基本方針」に基づき、府
省ごとに節電実行計画を策定し、ピーク期間・時間帯（7
～9月の平日9時～20時）の使用最大電力を15％以上抑
制することとしました。
平成23年11月1日には、「今冬の需給対策の基本的

考え方」が示されました。この中では、供給面として、
引き続き供給力の積み増し努力を続けるとともに、電
力系統の運用において、各社の需給状況を踏まえつつ、
さらに機動的な相互融通を行うことによって、需給が
逼迫する地域の需給バランスを確保することとされま
した。需要面においては、経済社会への影響を最小化
するため、電気事業法に基づく電気の使用制限は行わ
ないこと、及び、節電の要請にあたっては、経済活動
や国民生活の実態に応じたきめ細かな対応を求めるこ
ととされました。
このような状況は、国民生活や経済活動に多大な負

担を強いましたが、一面では、エネルギーの希少性・
重要性を再認識するきっかけともなったと考えられま
す。

（3）節電の取組の結果

経済産業省が行った平成23年の夏期における電力需
給対策のフォローアップにおいて、大口需要家・小口
需要家・家庭における取組の検証が行われました。
東京電力管内や東北電力管内においては、節電への

煙突

二酸化炭素
水分

バグフィルター焼却炉

出典：環境省『広域処理情報サイト』
http://kouikishori.env.go.jp/

バグ
フィルター

観測井

水処理施設

放流水
調整槽 浸出水

囲い

廃棄物焼却灰
土

二重の
遮水シート

観測井

浸出水集排水設備

雨水
集排水溝

フィルター

ろ布

焼却灰は処分施設に埋め立てられ、土で覆われます。
排ガス
出口

圧縮空気

排出装置
集じん灰

焼却炉
排ガス入口

放射性セシウム
放射性セシウム

を吸着

焼却施設　イメージ図

（バグフィルター） （焼却灰の埋立て処分）

●バグフィルターで実際にダイオキシンや重金
属が除去できています。

●放射性セシウムを含んだ微粒子の灰を吸着
させます。これにより、排ガスから放射性セ
シウムがほぼ100％除去されています。

最終覆土

廃棄物
焼却灰

50cm
以上

吸着

焼却処分と埋立て処分における特別措置
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第2節　電力需給の逼迫への対応

協力や気温が低めに推移したこと等により、目標であ
った最大ピーク需要の15％減少を達成しました。気温
が同水準の日同士の昨年比で、東京電力管内では、減
少幅が大口需要家で27％、小口需要家で19％、家庭で
11％、東北電力管内では、大口需要家で18％、小口

需要家で17％、家庭で18％であり、おおむね目標数値
を大きく超えています。なお、家庭についても、販売
電力量（8月）では東京電力管内・東北電力管内いずれ
も17％の減少となっており、目標以上の減少幅となっ
ています。

2　電力需給の逼迫による人々の意識・行動の変化

このような電力需給の逼迫をはじめとする社会経済
をとりまく状況の変化は、多くの人々の防災意識やラ
イフスタイルの価値観の変化をもたらしました。この
ことに関して、環境の側面でどのような価値観の変化
があったかを把握するために、環境省において平成24
年2月にウェブアンケートによる意識調査を実施しま
した。
図「震災前から取り組んでいたこと、現在も取り組

んでいること」に示すそれぞれの行動について、「震災
前から取り組んでいたこと」、及び、「現在も取り組ん
でいることまたは取り組もうと思っていること」につ
いての回答を集計した結果、それぞれの行動とも、震
災後も引き続き取り組もうとする姿勢が見られます。
特に、「窓や壁の断熱性能の向上」や「太陽光発電等の
再生可能エネルギーや高効率給湯器の導入」といった、
設備の導入に関する取組みについては、震災前に比べ
て、震災後、取組をしようと考える人が大きく増加し
ています。
また、図「公共機関等で行われた節電のための取組

の今後の実施について」に示すような、公共機関等で
行われた節電のための取組については、クールビズな
どによるノー上着等の軽装の励行に関する行動やワー
クスタイルの変革等は、震災直後の緊急時の取組とし
てだけではなく、平常時も実施してよいと考える人が

多くなっています。一方、街のネオンや看板照明、地
下鉄などの公共機関の照明については、半数程度の人
が平常時もある程度暗くなっていてかまわないと考え
ているものの、自動販売機の停止やエスカレーターの
停止については、緊急時の取組としてはやむを得ない
が平常時までは実施してほしくないと考える人の割合
が、平常時も実施してよいと考える人の割合を上回っ
ています。また、街灯の照明が暗くなるといった、安
全に関すると考えられる事項については、緊急時にお
いても実施してほしくないと考える人の割合が比較的
高くなりました。
これらの意識の変化は、人々の消費活動にも影響を

与えたと考えられます。震災による節電に伴う不便の
解消を望む一方で、先に見た人々の省エネルギー意識
の向上を背景に、LED電球の販売数の数量構成比の推
移を見ると、震災後の2011年3月以降、LED電球の割
合が急激に伸びています。
これらの省エネ・節電意識の高まりは、地球温暖化

対策を進めるに当たって、プラスの要因になると考え
られます。今後、これらの省エネルギー・節電の取組
みを一過性のものにするのではなく、私たちのライフ
スタイルを根本から見直し日々の活動の中に定着させ
るためには、需要家の行動様式や社会インフラの変革
をも視野に入れ、省エネルギー・節電対策を抜本的に

出典：経済産業省報道発表資料（平成23年10月14日）

東京電力管内
（約14,800事業所）
▲15％
▲29％
▲27％《目標以上》

東北電力管内
（約3,700事業所）
▲15％
▲18％
▲18％《目標以上》

関西電力管内

▲10％以上
▲9％
▲9％《目標程度》

九州電力管内

数値目標なし
▲6％
▲2％

数値目標
最大値の対昨年比
気温が同水準の日同士の比較

大口需要家
最大ピーク需要（kW）
(平日9～20時のピーク)

東京電力管内
▲15％
▲19％
▲19％《目標以上》

東北電力管内
▲15％
▲20％
▲17％《目標以上》

関西電力管内
▲10％以上
▲10％
▲10％《目標程度》

九州電力管内
数値目標なし
▲13％
▲7％

数値目標
最大値の対昨年比
気温が同水準の日同士の比較

小口需要家
最大ピーク需要（kW）

東京電力管内
▲15％
▲6％
▲11％《目標以下》

▲17%

東北電力管内
▲15％
▲22％
▲18％《目標以上》

▲17%

関西電力管内
▲10％以上
▲14％
▲4％《目標以下》

▲17%

九州電力管内
数値目標なし
▲14％
▲7％

▲9%

数値目標
最大値の対策年比
気温が同水準の日同士の比較
販売電力量（8月のkWh）の
対昨年比

家庭
最大ピーク需要（kW）

最大ピーク需要の数値目標の達成状況
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

緊急時にも、平時にも実施してほしくない
緊急時には実施してもよいが、
平時には実施してほしくない
緊急時にも、平時にも実施してもよい

震災後に行われた取組に対する意識％

資料：環境省

下記の項目から、それぞれ回答（回答数：全国4,000人）（平成24年2月）
①官公庁の職員によるYシャツ軽装
②官公庁の職員によるアロハシャツやかりゆしウェアの着用
③街のネオンや看板照明の消灯
④地下鉄などの公共機関の照明が暗くなること
⑤平日に休み、土曜・日曜に働く輪番休業の実施など仕事シフトの
見直し
⑥冷暖房の節約で地下鉄等公共機関が例年より暑く（寒く）なること
⑦自動販売機の停止
⑧エスカレーターの停止
⑨街灯の照明が暗くなること

80
70
60
50
40
30
20
10
0 ⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

公共機関等で行われた節電のための取組の今後の実施に
ついて

震災前から取り組んでいた
現在取り組んでいる又は
取り組もうと思っている行動

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

90
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0

資料：環境省

％

下記項目からそれぞれ回答（回答数：全国4,000人）（平成24年2月）
①エアコンの温度調整等の家電の節電対策
②マイバッグの持参、不要なものは買わないなどの取組
③クールビズやウォームビズなど服装面での節電対策
④シャワー使用時間の短縮などの節水
⑤寝具や敷物、カーテンなどインテリア関係の節電対策
⑥省エネ型のエアコン、TV、冷蔵庫等省エネ型製品の購入
⑦公共交通機関や自転車の積極的な利用（自動車利用の抑制）
⑧エアコンの使用を控えるため緑のカーテン等、日陰をつくること
⑨窓や壁の断熱性能の向上
⑩太陽光発電等の再生可能エネルギーや高効率給湯器の導入

「震災前から取り組んでいたこと、現在も取り組んでい
ること」

強化することが重要です。
これらの取組の結果を、気温と最大電力との関係を

示すグラフで見てみましょう。2010年及び2011年の
東京の気温と東京電力管内におけるその日の最大電力
（万kW）との関係を表したものです。2010年のデータ
を見ると、気温が25℃を超えたあたりから冷房の需要

が増加するため電力の最大値が増加し、15度を下回る
あたりから暖房の需要が増加するため電力の最大値が
増加する傾向がみられ、全体にV字形のグラフとなっ
ています。一方、2011年についてみると、震災直前の
値は震災前とほぼ重なるのに対して、震災後、総じて
2010年を下回っていることがわかります。

2010
2011（震災前）
2011（震災後）

暖房需要 冷房
需要

震災後

（2010/1～2011/7の平日データを集計）東京の最高気温（℃）

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
4035302520151050

東
京
電
力
の
最
大
電
力
（
万
kW
）

出典：一般財団法人電力中央研究所「節電は進んでいるのか？」

東京における最高気温と東京電力管内の最大電力との関係
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第3節　さまざまな環境問題への対応

第3節　さまざまな環境問題への対応

1　被災地におけるし尿、一般廃棄物等の処理及び下水の状況

被災地では、日常の各家庭からのし尿、ごみの収集
処理に加え、避難所からのし尿、ごみへの対応が必要
となっています。環境省では、震災直後の廃棄物処理
の迅速な実施及び災害廃棄物の収集運搬等の緊急支援
を各関係団体に要請し、多くの地方公共団体及び各一
般廃棄物処理事業者団体から、収集運搬等のための人
員や収集運搬車両について多数の派遣支援を、また機

材については、多くの無償支援をいただきました。
下水については、震災直後の早い段階から、市街地

内のすべての下水管を対象に点検を行いました。また、
津波等で被災した下水処理場では、暫定的な施設等に
より簡易処理等を行いつつ、処理水質の段階的向上を
図りながら、本復旧に向けた取組を実施しています。

2　被災地における環境汚染の状況

（1）　水環境・土壌環境等の状況

東日本大震災では、有害物質の公共用水域・地下水
への漏出、津波による廃棄物や油などの海洋への流出
により、国民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸
念されたため、緊急に水環境のモニタリング調査を実
施しました。調査は、地震や津波により甚大な被害を
受けた青森県から茨城県において、河川、海域の水質・
底質、地下水の水質について、環境基準項目、ダイオ
キシン類等の調査を実施しました。
このほか、特に水質の悪化が懸念される被災地の閉

鎖性海域（5海域）を対象に、震災後の状況を把握する
ために、水質、底質、生物等の調査を実施しました。
さらに、被災地の沿岸域周辺において環境残留性・有
害性の高い物質等を対象として、水質及び底質等につ
いて調査を実施しました。
また、海洋において、音波を利用した海底ごみ調査

を実施した結果、大型の災害廃棄物等は発見されませ

んでした。加えて、洋上を漂流している廃棄物の漂流
経路、到達場所及びその時期等について今後の予測を
実施しました。その結果、当該漂流物の大部分を占め
る標準漂流物の一部は、2012年10月頃には北米大陸
西岸の沿岸域に到達し始めることが予測されていま
す。
土壌環境については、東日本大震災に伴う津波によ

る化学工場等からの有害物質の流出や火災によるダイ
オキシン類の発生が予想され、国民の健康への悪影響
が懸念されたため、緊急に土壌環境のモニタリング調
査を実施しました。
調査の結果、鉛やヒ素など4物質について、土壌溶

出量基準値又は土壌含有量基準値を超過することが、
一部の調査地点で確認されました。土壌溶出量基準値
を超過した地点については、当該地点の近隣における
地下水の利用状況を調査し、飲用に供されていること
が判明した場合、地下水の水質を調査し、環境基準値
を超過していないことを確認しました。また、土壌含

21121110987654321121110987654321 （月）
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（％）

出典：社団法人 日本電球工業会　資料

2011年 2012年2010年

電球形LED電球、一般照明用電球、電球形蛍光管の販売数量構成比の推移

電球形蛍光ランプ
一般照明用電球
電球形LEDランプ
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

有量基準値を超過した地点については、当該地点の土
地利用状況を調査し、人の立入りが制限されているこ
とを確認しました。

（2）アスベスト等の飛散状況

被災地におけるアスベストの大気濃度調査の調査結
果では、一部の建築物のアスベスト除去等工事現場に
おいて、周辺への飛散はなかったものの、敷地内でア

スベストの飛散が確認された事案が確認されましたが、
それ以外は大きな問題はありませんでした。
大気については、岩手県、宮城県、福島県及び茨城

県において、避難所等被災者が多数生活している地域
を中心に、地方公共団体の要望を踏まえ30地点で大気
環境モニタリングを実施したところ、ヒ素及びその化
合物について指針値を超えた地点が1地点存在しまし
たが、9月に実施した再調査により、問題ないことが
確認されました。

3　腐敗水産物の処理 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づ
き、緊急的な海洋投入処分に関する告示として、「環
境大臣が指定する廃棄物並びに排出海域及び排出方法
に関し環境大臣が定める基準」が、平成23年4月7日に

は宮城県内の腐敗水産物について、平成23年6月17日
には岩手県内の腐敗水産物について、それぞれ告示さ
れました。この腐敗した水産物の海洋投入処分につい
ては、平成23年7月頃に完了しています。

写真：環境省

（宮城県） （岩手県）

腐敗した水産物の処理

写真：環境省

被災したペットへの対応
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第3節　さまざまな環境問題への対応

岩手県船越湾のアマモ（平成23年10月18日撮影）

写真：環境省

（左は1984～ 86年撮影、右は平成23年3月12日撮影）
写真：国土地理院

蒲生干潟（宮城県）の航空写真

共通種
新規出現種

上段：震災前
下段：震災後

生残率（％） 底生動物出現種数
800 10 20 30 40 50 60 70

細浦 16%

波津々浦 36%

寒風沢 18%

桂島 68%

櫃が浦 73%

双観山下 72%

蒲生 44%

鳥の海 62%

松川浦 28%

資料：東北大学大学院生命科学研究科　鈴木 孝男氏

東北地方太平洋沿岸の干潟における底生動物の出現種数
の変化

4　被災したペットへの対応

東日本大震災により、被災地域の住民のみならずペ
ット等の動物も大きな被害を受けました。特に、福島
県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生
し、住民の方々は着の身着のままで避難せざるを得ず、
多くの動物たちが警戒区域内に取り残されました。
発災以降、人的支援、ペットフード等の物資の提供、

義援金の募集及び配布等に関して、地方公共団体や緊
急災害時動物救援本部（（公財）日本動物愛護協会、（公

社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（公
社）日本獣医師会で構成）等の関係団体の協力を得なが
ら、被災ペットの救護の支援が行われました。
また環境省は福島県と全面的に協力し、ほかの自治

体、緊急災害時動物救援本部、獣医師等の協力を得な
がら、警戒区域内の被災ペットの保護活動を実施しま
した。
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

5　自然環境の変化の状況

　東日本大震災をもたらした地震・津波により、東北
地方の太平洋沿岸の自然環境は大きく変化しました。
砂地に生育するアマモなどの海草藻場については、

その多くが影響を受けて消失したり、規模が縮小して
いる地域が多いのではないかと予想されています。一
方で、津波後に種から発芽したと考えられるアマモの
株が確認されていて、アマモ場に生息する魚類の生息

密度は減ったものの、種数は大きな変化がないという
地域も見られています。今後アマモ場が再生していく
か、長期のモニタリングが必要です。
岩手県船越湾は環境省のモニタリングサイト1000

事業のアマモ場調査の対象地として継続的に調査が実
施されています。撮影された海域は、津波前は高さ
6mほどのアマモに覆われていましたが、津波後はほ
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出典：環境省「東日本大震災による洋上漂流物の漂流予測結果の公表について（平成24年4月6日）」

標準漂流物の漂流予測結果（2011年12月～ 2013年6月）
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第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

とんどが消失し、高さ数十cmのアマモの株がまばら
に点在している状態でした。
　干潟は、三陸海岸南部のリアス海岸の地域の湾奥、
松島湾及び仙台湾沿岸に分布していましたが、多くの
地域で津波の影響を受けています。津波により地形そ
のものが改変され、現在もその形状が変化し続けてい
る干潟や、干潟の底質が変化したことにより、生息す

る生物種の構成が大きく変化した干潟もみられます。
また、地震による地盤沈下の影響により、干出しなく
なってしまった干潟がみられたり、砂浜についても消
失したり、砂浜の幅が狭くなったところがみられます。
宮城県蒲生干潟は現在も地形が大きく変化し続けてい
ます。

第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応
東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、環

境に大量の放射性物質が放出され、平成23年4月12日、
政府により、国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）

のレベル7と暫定評価される深刻な事故となりました。
この節では、主に、この事故に由来する放射性物質に
よる汚染等への対応を詳述します。

1　放射性物質による環境の汚染状況についての監視・測定

東京電力福島第一原子力発電所の事故により環境中
に大量の放射性物質が放出され、国民の健康への影響
等が懸念されることから、子どもをはじめとした国民
の健康管理や除染活動等今後の対策の検討に資すると
ともに、一体的で分かりやすい情報提供を行うため、
政府等で構成されるモニタリング調整会議において、
平成23年8月に「総合モニタリング計画」を決定し、平

成24年3月には改訂を行いました。同計画では、放射
性物質に係るモニタリングについて各府省等の役割分
担を明確にしており、各府省庁等は、同計画に沿って、
①環境モニタリング一般、航空、海域、学校、公共施
設等、②港湾、空港、公園、下水道等、③水環境、自
然公園、廃棄物、④農地土壌、林野、牧草、⑤食品、
⑥水道、各項目のモニタリングを実施しています。また、
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出典：文部科学省第4次航空機モニタリング結果（平成23年12月16日）

凡例
地表面から1mの高さの
空間線量率（μSv/h）
［11月5日現在の値に換算］
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背景地図：電子国土
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凡例
Cs－134及びCs－137の
合計の沈着量（Bq/m2）
［11月5日現在の値に換算］
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背景地図：電子国土
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航空機モニタリング結果の例
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

放射線モニタリングのポータルサイトにおいて、各府
省が実施したモニタリングの結果を一元的に提供して

います。

2　放射性物質による環境の汚染状況についての監視・測定

（1）環境モニタリング一般、航空、海域、学
校、公共施設等

海洋については、福島県及び周辺県を中心として、
①東京電力福島第一原子力発電所近傍海域、②沿岸海
域、③沖合海域、④外洋海域において、海水、海底土
及び海洋生物の放射性物質の濃度を測定しました。そ
の結果、海水の放射能濃度については、東京電力福島

第一原子力発電所の事故から間もない時期と比べて低
い値となっていますが、事故以前の調査において全国
の海域で測定された結果※に比べれば、未だに高い値
が続いている地点もあります。さらに、海底土の放射
能濃度についても、空間的、時間的なばらつきがある
ものの、事故以前の調査の結果に比べ、全般的に、未
だに高い値となっており、また、広域にわたる拡散が
見られることがわかりました。これらの結果や、河川

出典：総合モニタリング計画（平成23年8月2日）

※　気象研究所は、分析機関として、関係府省等と連携することとする。
（*1）モニタリング対象のモニタリング実施に関する調査・分析の整理及び公表、企画立案まとめ
（*2）線量測定・試料採取・輸送・民間への測定等の委託など　※○は実施主体
（*3）核種分析が可能な機関
（*4）防衛省は、必要に応じ関係省庁と連携し、航空機及び艦船を使用して支援を行うこととする。
（*5）復興庁は、避難指示区域等のインフラの復旧等及び住民の帰還支援に係る総合調整等で、関係府省庁と連携することとする。
（*6）国税庁は、酒類の安全性の確保に関する事務を所掌している関係上、食品モニタリングのうち、酒類に関するものについて、

関係府省庁等と連携することとする。

モニタリングの対象等

環境モニタリング一般（土
壌、水、大気等）、航空、
海域、学校、公共施設等

情報集約（*1） 測定等実施又は対応支援（*2） 分析実施（*3）

文部科学省

文部科学省所管独法
海上保安庁
気象庁気象研究所
防衛省技術研究本部
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関

上記以外における対応

○文部科学省、環境省、経済
産業省、水産庁〈海域〉、海上
保安庁〈海域〉、気象庁気象研
究所〈海域〉、自治体
防衛省〈航空、海域〉（*4）
復興庁（*5）、原子力事業者

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

港湾、空港、公園、下水
道等

文部科学省
（国土交通省から
の情報提供も得つ
つ集約）

文部科学省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関上記以外における対応

○自治体等
国土交通省

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○現地対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

水環境（河川、湖沼、水
源地、地下水）、自然公園
等（湧水等、野生動植物）、
廃棄物

環境省

文部科学省所管独法
環境省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関上記以外における対応

○環境省
○自治体
原子力事業者等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○現地対策本部
（各省、自治体、原子力事業者が参加）

農地土壌、林野、牧草等 農林水産省

農林水産省所管独法
文部科学省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関

上記以外における対応
○農林水産省
○自治体

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（各省、自治体、原子力事業者が参加）

食品（農・林・畜・水産物等） 厚生労働省

厚生労働省施設等機関
農林水産省所管独法
自治体
公的検査機関等

上記以外における対応
○農林水産省
○自治体等
国税庁（*6）等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

水道 厚生労働省

自治体
水道事業者
公的検査機関等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）
上記以外における対応
○自治体
○水道事業者等

放射性物質の監視・測定の体制
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第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

流入海域を中心とした海底土、海産生物への放射性物
質の影響に関する社会的関心が高まっていることを踏
まえ、平成24年度において海洋のモニタリングの強
化・充実を行うこととしています。

（2）水環境、自然公園、廃棄物

水環境については、福島県を中心として、岩手県、
山形県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県
等の河川、湖沼・水源地、水浴場等の沿岸域の約700
地点において、平成23年8月末より定期的に水質・底
質等の放射性物質モニタリングを実施しました。その
結果、放射性ヨウ素は水質、底質ともに全地点で不検出、
放射性セシウムについては、水質からはほとんどの地
点で不検出（平成24年2～3月調査では最大でも2Bq/
L）でしたが、底質では、おおむね2,000Bq/kg（乾泥）
程度以下ではあるものの広範囲に放射性セシウムが検
出されており、特に東京電力福島第一原子力発電所の
20km圏内の河川、湖沼・水源地など一部の限られた
地点においては10万Bq/kg（乾泥）を超える高い値が
検出されました。全体の状況としては、河川については、
おおむね減少傾向が見られるものの、河口等一部地点
において増加が見られるなど増減にばらつきがあり、
湖沼、沿岸については全体的に増減にばらつきがある
状況でした。底質の放射性セシウムについては、水に
よる遮へい効果を考慮すれば、住民への被ばく線量へ
の影響は限定的と考えられますが、洪水などの自然現

象により状況が変化する可能性があることから、今後
ともモニタリングを継続し、推移を注視する必要があ
ります。
また、同地域の地下水について、平成23年10月より

定期的に水質の放射性物質モニタリングを実施しまし
た。平成23年10～11月に宮城県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県の5県の433地点で測定を実施し、その
結果、放射性ヨウ素については全地点で不検出、放射
性セシウムについても福島県内の2地点において1Bq/
Lが検出されましたが、残りの地点では不検出でした。
平成24年1～3月には上記5県に岩手県、群馬県、千葉
県の3県を加えた8県の558地点で測定を実施し、その
結果、放射性ヨウ素、放射性セシウムはともに全地点
で不検出でした。
さらに、夏の海水浴シーズンに水浴場の利用に当た

っての放射性物質による影響が懸念されたため、平成
23年6月23日、自治体等が水浴場開設を判断する際の
水浴場の放射性物質に係る水質の目安などを内容とす
る水浴場の放射性物質に関する指針を策定しました。
同原子力発電所の周辺地域での放射性物質による野

生動植物への影響を把握するため、環境省では植物の
種子やネズミ等の試料の採取を進め、関係する研究機
関とも協力しながら分析を進めていきます。野生動植
物への影響の把握には、何世代にも渡る長期的な調査
が必要となるため、関係する研究機関や学識経験者と
も連携しながら、モニタリング方法を検討し、野生動
植物への影響の把握を進めています。

3　放射性物質汚染対処特措法に基づく除染や汚染廃棄物処理等の取組

（1）放射性物質汚染対処特措法の概要

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放
出された放射性物質による環境の汚染が生じており、
これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速や
かに低減することが喫緊の課題となっています。こう
した状況を踏まえ、平成23年8月30日に「平成二十三
年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成23
年法律第110号。以下、「放射性物質汚染対処特措法」）
が公布されました。
また、平成23年11月11日には放射性物質汚染対処

特措法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染
の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質に
より汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置
等に係る考え方がとりまとめられました。

（2）放射性物質による汚染の除去等の取組

ア）放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み

放射性物質汚染対処特措法においては、除染特別地
域と汚染状況重点調査地域が規定されています。除染
特別地域については、警戒区域又は計画的避難区域の
指定を受けたことがある地域が指定されており、同地
域では環境大臣が定める特別地域内除染実施計画に基
づいて、国が除染等の措置等を実施しなければならな
いこととされています。
また、環境大臣は、年間の追加被ばく線量が1ミリ

シーベルト以上となる地域を汚染状況重点調査地域と
して指定することとされています。指定された市町村
等は、汚染状況重点調査地域内で、年間の追加被ばく
線量が1ミリシーベルト以上となる区域について、除
染実施計画を定めることとされています。国、都道府県、
市町村等は、それに基づいて、除染等の措置等を実施
しなければならないこととされています。
除染特別地域については福島県内の11市町村、汚染

状況重点調査地域については岩手県、宮城県、福島県、
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県内の合計
104市町村が指定されています（平成24年5月現在）。

イ）土壌等の除染等の措置の基本的考え方

放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針におい
ては、土壌等の除染等の措置については、まずは人の
健康の保護の観点から必要な地域について優先的に、
特別地域内除染実施計画又は除染実施計画を策定し、
線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要があるこ
と、特に、成人に比べて放射線の影響を受けやすい子
どもの生活環境については、優先的に実施することが
重要である旨が明記されています。

ウ）除染特別地域における除染

「特別地域内除染実施計画」については、「ステップ2
の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに
関する基本的考え方及び今後の検討課題について（平
成23年12月26日、原子力災害対策本部）」により、新
たな避難指示区域の区分が示されていることを踏まえ、
その区分ごとに基本的な考え方を整理して、環境大臣
が策定を進めることとなります。この策定作業は実際
の区域の見直しの検討作業と密接に関連します。
そのため、モデル実証事業やインフラ等についての

先行的な除染を進めつつ、市町村等の関係者と密接な
連携を図って特別地域内除染実施計画の策定作業を進
めることとなります。
また、この特別地域内除染実施計画の策定後に、建

物等の状況調査、同意の取得など、除染作業に入るた
めの準備を実施し、順次除染作業を開始します。

①　除染モデル実証事業（技術的知見の収集）
　平成23年11月以降、警戒区域や計画的避難区域等に
おいて、除染の効果的な実施のために必要となる技術
の実証実験等のため、除染モデル実証事業が実施され
ました。除染モデル実証事業については、平成23年11
月以降、双葉町を除く、予定されたすべての除染対象
地区において、順次、進めてきており、3月末に本事
業の線量低減効果のこれまでの結果等について報告を
行いました。その主なポイントは、以下のとおりです。
○　�除染前の空間線量率が年間積算線量で30mSv程度

未満の区域内で実施したケースでは、年間積算線
量20mSvを下回る水準まで空間線量率を下げるこ
とができた。

○　�他方、除染前の空間線量率が年間積算線量で

基本方針の策定

環境大臣は、放射性物質による環境の汚染への対処に
関する基本方針の案を策定し、閣議の決定を求める

基準の設定

環境大臣は、放射性物質により汚染された廃棄物及び
土壌等の処理に関する基準を設定する

監視・測定の実施

国は、環境の汚染の状況を把握するための統一的な
監視及び測定の体制を速やかに整備し、実施する

放射性物質により汚染され
た廃棄物の処理

放射性物質により汚染され
た土壌等の除染等の措置等

資料：環境省

放射性物質汚染対処特措法に基づく制度の概要

地域の概要
国が除染を実施する地
域（除染特別地域）

警戒区域又は計画的避難区域の
指定を受けたことがある地域

計画
環境大臣が、特別地域
内除染実施計画を策定

実施する者
国

市町村が中心となって
除染を実施する地域
（除染実施区域）

汚染状況重点調査地域のうち、
年間の追加被ばく線量が１ミリ
シーベルト以上となる地域

市町村長等が、除染実
施計画を策定

国、都道府県、市町村等

資料：環境省

放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み

資料：「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針（平成23年11月11日）」より環境省作成

地域
追加被ばく線量（年間）
20ミリシーベルト以上

目標 備考
線量が特に高い地域について
は、長期的な取組が必要当該地域の段階的かつ迅速な縮小を目指す。

追加被ばく線量（年間）
20ミリシーベルト未満

追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること長期的な目標
一般公衆の年間追加被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性
物質の物理的減衰等を含めて約50％減少した状態を実現すること
子どもの年間追加被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物
質の物理的減衰等を含めて約60％減少した状態を実現すること

平成25年8月
までの目標

土壌等の除染等の措置に係る目標
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第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

40mSv超の区域内で実施したケースでは、40～
60%程度の空間線量率を低減することができたが、
年間積算線量20mSvを下回る水準まで空間線量率
を下げることはできなかった。

○　�除染前の空間線量率が低いところでは、可能な限
り除去した物の量が発生しない除染方法を試行し、
除去した物の量は比較的抑制できたが、空間線量
率の低減率は、高い空間線量率の場所に比べると
低くなった。

○　�各地点の洗浄水（側溝等へのたまり水を含む）及び
事故前からのたまり水（プール水）の汚染度等に応
じて、ろ過、吸着、凝集・沈殿を組み合わせて処
理したところ、すべての処理方法で原子炉等規制
法に基づく排水基準を満足する結果が得られた。

○　�高温焼却による減容化は、枝葉に付着した放射性
物質を煙とともに外部へ拡散させずに、極めて高
い効率での減容化を両立することが可能であった。
さらに、排煙をバグフィルターやHEPAフィルタ
ーを用いて処理することで、排気中のセシウム濃
度は、法令に定める空気中放射性物質濃度を十分
下回る排気を達成することが可能であることが確
認できた。

○　�年間積算線量及び土地利用区分にかかわらず、ほ
とんどの地点で、最大約5cmの表土除去を行うこ
とで80％以上の放射性物質を除去することが可能
であった。ただし、表土の除去量に直接的に関連

する剥ぎ取り厚さは、放射能濃度の深さ方向の分
布、除染目標等を考慮して設定する必要がある。

　このように、今後もモデル事業を実施し、引き続き、
除染技術の効果や限界を明らかにしつつ、その適用可
能性等の知見を蓄積するとともに、これらの知見につ
いては順次除染事業等に活用します。

②　先行除染（本格除染実施のために必要な除染）
今後の本格的な除染を進めるに当たっては、除染活

動の拠点となる施設（役場、公民館等）や、除染を行う
地域にアクセスする道路、除染に必要な水等を供給す
るインフラ施設を対象に、先行的な除染を実施する必
要があります。
このため、平成23年12月以降、自衛隊等による除染、

常磐自動車道の除染等を順次実施しているところであ
り、今後も、役場、公民館等の公的施設や、上下水道
施設等のインフラ等の先行的な除染を進めることとな
ります。

③　本格除染
本格除染については、平成26年3月末までに、住宅、

事業所、公共施設の建物等、道路、農用地、生活圏周
辺の森林等において土壌等の除染等の措置を行い、そ
こから発生する除去土壌等を適切に管理された仮置場
へ逐次搬入することを目指すこととしています。
除染によって生じた土壌等を保管するための中間貯

※知見を随時活用

同意されたところから順次実施

土壌などの搬入（随時）

特別地域内除染実施計画

出典：「除染特別地域における除染の方針（ロードマップ）について」（平成24年1月26日環境省）

計画

除染モデル
実証事業

平成24年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏以降

先行除染

本格除染

仮置場

内閣府モデル事業

役場・公民館等

常磐道（環境省モデル事業）等

上下水道施設等のインフラ施設

高線量地域（環境省モデル事業）

関係人の確認・把握

住民説明会

設計

建物等の放射線モニタリング

同意の取得

除染作業開始

建物等の状況調査

測量・造成・搬入

※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定

本格除染

当面の除染特別地域の除染工程
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

蔵施設については、平成23年10月に環境省として「東
京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に
よる環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の
基本的考え方について」を示し、その後、平成23年末
には、福島県双葉郡内での立地の検討をお願いしまし
た。平成24年3月には、双葉地方町村、福島県と国と
の間で意見交換を行い、複数の地域に設置する国の案
を示しました。地元自治体や住民の理解と協力を得つ
つ、仮置場での本格搬入開始から三年程度を目途とし
て供用開始ができるよう、政府として最大限努力して
いくこととしています。

④　除染実施区域における除染
汚染状況重点調査地域は、その地域の平均的な放射

線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地
域（年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上とな
る地域）を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物
質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定
をすることが必要な地域として、環境大臣が指定する
ものです。指定を受けた市町村は、具体的に市町村内
で除染実施計画を定める区域を定めることになりま
す。
除染の実施に係る考え方としては、放射性物質汚染

対処特措法に基づく基本方針において、土壌等の除染
等の措置の方針として、追加被ばく線量が比較的高い
地域については、必要に応じ、表土の削り取り、建物
の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の
除染等、子どもの生活環境の除染等を行うことが適当
であること、追加被ばく線量が比較的低い地域につい

ては、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、
子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、
地域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当で
あるとしています。

（3）事故由来放射性物質により汚染された廃
棄物の処理

事故由来放射性物質により汚染された又は汚染され
たおそれのある廃棄物は、基本的に、放射性物質汚染
対処特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づいて処理されます。放射性物質汚染対処特措法に
おいては、放射性物質により汚染された廃棄物を、特
定廃棄物と特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に区別
し、それぞれの処理方法等について定めています。

ア）特定廃棄物

放射性物質汚染対処特措法に基づいて、特定廃棄物
は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物（対策地域内
廃棄物。）と、指定廃棄物に区別されています。
対策地域内廃棄物は、汚染廃棄物対策地域の廃棄物

であり、国が対策地域内廃棄物処理計画によって処理
を進めます。
指定廃棄物は、特別な管理が必要な程度に放射性物

質により汚染された廃棄物が指定されます。この指定
廃棄物は、国が処理を実施します。指定の流れは、一
定の要件に該当する水道施設、下水道、工業用水道施設、
廃棄物処理施設及び集落排水施設において排出された

除染等の取組

除染方法については、放射性物質の状況により、
効果的な方法は異なります。除染作業の前に放射線
量を測り、除染方法を選択し、作業実施後も放射線
量を測って効果を確認します。
放射線量が比較的低い地域の除染方法の例として、
民家軒下の雨樋の清掃、草木の刈り取り、側溝の汚

泥の除去等があります。放射線量が比較的高い地域
の除染方法として、土地の除染については、重機を
用いた校庭表土の削り取り、手作業による腐葉土を
薄くはぐ等の方法がとられます。また、屋根等の除
染については、屋根の高圧洗浄、樋の除染等の例が
あります。

〈写真〉福島市

出典：環境省「放射性物質による環境汚染情報サイト」

〈写真〉伊達市側溝の汚泥の除去 草木の刈り取り民家の軒下・雨樋の清掃
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第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

廃棄物の汚染状況について、その施設の管理者が調査
を行い、環境大臣に報告し、その結果、放射性セシウ
ムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超えると認められる
廃棄物を環境大臣が指定廃棄物に指定します。このほ
か、廃棄物の占有者が、自身が占有する廃棄物の汚染
状況を調査した結果、放射性セシウムの放射能濃度が
8,000Bq/kgを超えると思料する場合、指定廃棄物の
指定について環境大臣に対し申請できます。
これらの特定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処

特措法第20条に基づき定められた収集運搬基準、保管
基準、中間処理基準、最終処分基準に従って行われます。
これらの基準は、住民の安全確保のため、処理に伴っ
て周辺住民の受ける線量が毎年1ミリシーベルトを超
えないように定められています。具体的には、放射線
の遮へい、公共水域や地下水の汚染の防止、施設から
の排ガス・排水の管理等の安全確保のために必要な措
置を行い、周辺の線量、地下水、排ガス・排水等のモ
ニタリングを行って、これらの措置が的確に講じられ
ていることを確認することとされています。

イ）特定廃棄物以外の事故由来放射性物質により
汚染された廃棄物

放射性物質汚染対処特措法第23条において、事故由
来放射性物質により汚染された又はそのおそれがある
廃棄物（特定一般廃棄物・特定産業廃棄物）の処理を行
う者は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理基準に加

えて、特別処理基準に従わなければならないこととさ
れています。
特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物に該当する廃棄

物は、特定廃棄物に該当しない廃棄物であって次のい
ずれかに該当するものです
①　除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に

係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
②　一定の地域の一定の要件に該当する水道施設、

下水道終末処理場、焼却施設等から排出される汚泥、
焼却灰等
③　稲わら、堆肥が事故由来放射性物質により汚染

されたため利用できなくなった結果、廃棄物となった
もの
④　①から③までに掲げる廃棄物を処分するために

処理したものであって、これらの廃棄物に該当しない
もの

この特別処理基準は、特定廃棄物に該当しない廃棄
物について廃棄物処理法を適用しつつ、入念的に、よ
り一層の安全確保を図ろうとするためのものです。
特別処理基準は、収集運搬の基準、中間処理の基準、

埋立て処分の基準から構成されています。
収集運搬の特別処理基準では、運搬に当たって特定

一般廃棄物又は特定産業廃棄物の積替保管を行う場合
の基準として、必要な要件を備えた掲示板が設けられ
ている場所で保管することが定められています。
中間処理の特別処理基準では、特定一般廃棄物又は

は特定産業廃棄物を焼却等（焼却、溶融、熱分解及び
焼成）する場合について定められており、ろ過式集じ
ん方式の集じん器などの高度の機能を有する排ガス処
理設備を備えた焼却施設で行うこととされています。
埋立て処分では、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄

物の埋立て方法として土壌層の設置や層状埋立て等が
定められています。
また、廃棄物処理施設のうち、特定一般廃棄物又は

特定産業廃棄物の処理を行う焼却施設等及び特定一般出典：環境省「指定廃棄物関係ガイドライン」（平成23年12月　第
1版）

発生元等

水道施設等

想定される廃棄物
汚泥等の堆積物、発生汚泥、ばいじん、
焼却灰、その他燃えがら等

廃棄物処理施設 ばいじん、焼却灰その他燃えがら
事業者等 廃稲わら、廃堆肥等
除染を行う土地 草木類、金属くず、プラスチックその他

指定廃棄物の発生元及び想定される廃棄物

焼却施設の敷地外で、8,000Bq/kgを超える焼却灰を保管する例

鉄線柵

側溝

物流輸送用のパレット等

遮水シート等＋保護マット必要に応じて土嚢や、土を入れた
フレキシブルコンテナを設置

遮水シート等

出典：環境省「指定廃棄物等ガイドライン」（平成23年12月　第1版）一部改

指定廃棄物
保管場所
………

指定廃棄物の保管の例
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

廃棄物又は特定産業廃棄物の処理をしていなくても一
定地域に所在する焼却施設等に対しては放射性物質汚
染対処法第24条に基づき定められた特別維持管理基準
が適用され、排ガスや排水中の放射性物質の濃度を月
1回以上、敷地境界における空間線量を週1回以上測定
することとされています。
さらに、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を埋立

て処分する最終処分場にも特別維持管理基準が適用さ
れ、地下水・放流水中の放射性物質の濃度を月1回以上、
敷地境界における空間線量を週1回以上測定すること
とされています。

（4）除染や汚染廃棄物処理等の体制整備

除染や汚染廃棄物処理については、復興庁や原子力
災害対策本部と連携しながら、体制をより充実し、進
める必要があります。
環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が平

成24年1月1日に全面施行されたことに伴い、福島県等

における除染や汚染廃棄物処理を推進するために「福
島環境再生事務所」を開所しました。
また、福島県・環境省では、除染等に関する専門家

を市町村等の要請に応じて派遣するとともに、除染の
ボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠
点として、国、福島県、関係機関、関係団体等の連携
を図る「除染情報プラザ」を設置しました。平成24年1
月20日より電話及びメールで、除染等に関する専門家
の派遣要請の受付を開始しています。なお、これらの
専門家は、放射線に関する学会等の関係機関、関係団
体の御協力の下、有志のボランティアとして集まって
います。
加えて、環境省、厚生労働省及び福島県では、平成

24年12月以降、除染等の事業に関わる事業者・関係
機関の方々が、作業を適切かつ安全に行うための規則
に関する知識や基本的な知識を得て、各事業場におい
て作業管理に必要な特別教育・指導を実施していただ
くための講習会を、平成24年４月までに、各地で計60
回開催し、約13,000名が修了しています。

4　低線量被ばくへの対処

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性
物質汚染対策においては、低線量被ばくのリスク管理
を適切に行っていくことが求められています。そこで、
国内外の科学的知見や評価の整理、現場の課題の抽出、
今後の対応の方向性の検討を行う場として、原発事故
の収束及び再発防止担当大臣の要請に基づき、放射性

物質汚染対策顧問会議の下で「低線量被ばくのリスク
管理に関するワーキンググループ」が開催されました。
低線量被ばくの影響について、国内、国外から相反す
る意見を含めて幅広い意見を有する専門家を含め有識
者に参集いただき、政府関係者も積極的に参加して公
開で議論が行われました。

第5節　原子力安全規制の転換点を迎えて

1　東日本大震災に伴う原子力災害を受けて

これまで、原子力発電所は、経済成長を支えるエネ
ルギー源、また、温室効果ガスを排出しない電源とし
ても期待されてきました。東日本大震災以前において
は、環境問題と原子力災害との関係については、現実
的な政策上の課題として取り上げられることが少なか
ったと考えることができます。
これに関して、東京電力福島第一原子力発電所の事

故によって、原子力発電所が深刻な原子力災害の際に
もたらす甚大な環境問題の側面がクローズアップされ、
放射性物質による環境汚染は最大の環境問題として取
り上げられるに至っています。また、原子力政策を含
むエネルギー政策全体についての議論も広く行われる
こととなりました。たとえば、環境白書においては、
震災前までは原子力発電の活用について安全確保を大
前提にすすめることと記述されていましたが、震災後

の平成23年版環境白書においては、事故原因について
徹底的な検証を踏まえつつ、原子力政策を含むエネル
ギー政策全体についての議論が必要であるとされまし
た。
原子力発電所の安全対策については、ひとたび事故

が発生すれば深刻な環境汚染を生じさせ得るものであ
ることから、そのリスクをどのように考えるかという
ことが重要な観点の一つになります。東日本大震災に
よって、自然災害や津波の想定といった事故の要因に
関するリスクの許容限度のとらえ方に関して、確率論
的なリスクを評価して意思決定をすることの難しさが
浮き彫りになったということが挙げられます。原子力
事故に伴う環境汚染のリスクに加え、放射性物質の環
境中への放出によって周辺住民が避難を余儀なくされ
る等の社会的なリスク、電力需給の逼迫に伴う生産活
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第5節　原子力安全規制の転換点を迎えて

動へのダメージ等の経済的なリスク、低線量被ばくに
関する健康リスク等、様々な側面のリスクの課題も生
じています。
これらのリスクの評価には一定の難しさがあります。

そのリスクと正面から向き合っていくためには、重大
な事故に至るリスクの許容限度について、広く開かれ
た透明性の高い議論を経て決定されるなどの工夫が考
えられます。また、リスクに関しては、多様な分野の
専門家や民間団体、住民等によってとらえ方が異なる
ことを踏まえて、リスク情報を提示し、政策決定者や
国民が合理的な選択を行うことができるような透明性
の高いリスクコミュニケーションを行うことなどが考
えられます。これに加え、科学的な知識を用いて現状
を認識し、判断をすることができる科学リテラシーの
醸成も重要です。

また、シビアアクシデントを回避し、施設の安全性
を高めようとすることは不断の努力で行われるべきも
のであって、社会的議論を踏まえつつ、最新の科学的
な知見でリスクを評価し直し、既存の施設に改良を加
えることは当然に必要なことであると言えます。
自然災害や事故は起こり得るものであり、絶対的な

安全というものが存在しないということを謙虚に受け
止めることが重要です。もとより、原子力関連施設に
おいては重大な事故は発生してはなりませんが、事故
のすぐ先には、放射性物質による環境汚染、人の健康
へのリスク、避難に伴う生活基盤の喪失、電力需給の
逼迫という、環境・社会・経済に対して取り返しのつ
かない深刻な問題が生じ得るのだという責任と緊張感
が、原子力規制行政には真に求められると考えられま
す。

2　原子力安全規制の転換に向けた議論

平成23年6月に公表された「原子力安全に関する
IAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」において
も指摘されているように、東日本大震災以前まで、我
が国の原子力の規制や監視に関し、その第一義的責任
の所在が不明確でした。また、後述する原子力事故再
発防止顧問会議提言（平成23年12月13日）においては、
「原子力安全行政に対する国民の信頼は地に堕ちた」
「政府及び事業者の双方において、安全対策の有効性
に対する過信・慢心があり、放射性物質を大量に放出
する過酷事故を防ぐことができず、多くの人々のくら
しとコミュニティを破壊してしまった」といった指摘
がなされ、「政府は、このような事態の再発防止を最
重要の使命とする原子力安全規制体系を速やかに再構
築しなければならない」とされています。��
政府においては、「原子力安全規制に関する組織等

の改革の基本方針」（平成23年8月15日閣議決定。以下、
この項において「基本方針」といいます。）を公表しまし
た。その中で、「当面の安全規制組織の見直しの方針」
として「規制と利用の分離」、「原子力安全規制に係る
関係業務の一元化」、「危機管理」、「官民を問わず、質
の高い人材の確保」、「規制の在り方や関係制度の見直
し」という5つの見直しの方針や、新組織を設置するた
めの必要な法律案の立案等の準備を平成24年4月を目
指して行うこと、東京電力福島第一原子力発電所にお
ける事故調査・検証委員会による組織の在り方に係る
検証結果等が示された場合は柔軟に対応する旨が盛り
込まれました。さらに、中長期的な原子力政策及びエ
ネルギー政策の見直しや事故調査・検証委員会による
検証の結果を含めてより広範な検討を進め、新組織が
担うべき業務の在り方やより実効的で強力な安全規制
組織の在り方について、平成24年末を目途に成案を得
ることとされました。
さらに、基本方針を基に、原子力安全規制に関する

組織のあり方、原子力安全規制強化のあり方等につい
て検討するため、原発事故の収束及び再発防止担当大
臣が当該分野に関する専門的知見を有する者に参集を
求め、意見を聞くことを目的として、原子力事故再発
防止顧問会議が開催されました。平成23年10月4日か
ら12月2日にかけて4回開催され、「原子力事故再発防
止顧問会議提言」がとりまとめられました。この中で、
①「規制と利用の分離」、②「一元化」、③「危機管理」、
④「人材の育成」、⑤「新安全規制」、⑥「透明性」、⑦「国
際性」の7つの原則に基づいて原子力安全規制組織等の
改革を進めていくべきであるとされました。
これらの議論を踏まえ、「原子力の安全の確保に関

する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の
一部を改正する法律（案）」及び「原子力安全調査委員会
設置法（案）」が1月31日に閣議決定され、国会に提出さ
れました。
当該法案では、損なわれた信頼を回復し、原子力の

安全に関する行政の機能の強化を図るべく、原子力安
全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分
離するなど「規制と利用の分離」を徹底し、原子力の安
全の確保に関する事務を一元化するなど関係する組織
を再編するとともに、事故発生時における迅速な対応
を確保するための新たな原子力安全規制組織の体制を
構築することとしています。
また、原子力基本法を改正し、原子力利用における

安全の確保は、国際的な動向を踏まえつつ、放射線に
よる有害な影響から人の健康及び環境を保護すること
を目的として行うことを、原子力利用の基本方針とす
るとともに、環境基本法等を改正し、従来、環境基本
法の適用除外とされていた放射性物質による大気の汚
染等の防止のための措置について、環境基本法の適用
の対象とすることとしています。
さらに、原子力の安全の確保に関する規制その他の
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

制度の見直しを行うために、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律について、最新の知見
を踏まえた基準に許可済みの原子力施設を適合させる
制度への転換、重大事故対策の強化及び運転期間の制
限等を行うとともに、電気事業法との関係を整理し、
発電用原子炉施設の安全規制体系を見直すこととして
います。原子力災害対策特別措置法については、原子
力災害の予防対策を充実させ、原子力緊急事態が発生

した場合に設置する原子力災害対策本部を強化すると
ともに、原子力緊急事態が解除された後においても事
後対策を確実に実施できるようにすることとしていま
す。
現在国会では、原子力安全規制に関する組織及び制

度の強化に向けて、様々な観点から議論が行われてい
ます（平成24年5月16日現在）。
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